
令和２年度 静岡市屋外広告物講習会のお知らせ 
 

 静岡市内で屋外広告業を営もうとする方は、静岡市屋外広告物条例に基づき、市への登録（静岡
県の条例に基づく登録を受けた方は、その旨届出）が必要です。その際、営業所ごとに、屋外広告
士や広告美術技能士、屋外広告物講習会修了者等の資格者を置かなければなりません。 
 静岡市では、以下のとおり屋外広告物講習会を開催します。屋外広告業に携わる方、屋外広告物
に関する知識の習得を希望される方は、是非ご受講ください。 
 
【重要】新型コロナウイルス感染症に伴う講習会の対応について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防措置を図り実施するため、受講者の方には次の対応に 

ついてご理解とご協力をお願いします。なお、新型コロナウイルス感染症の影響等により、講 

習会を中止とする可能性があります。 

・受講者は、静岡県内に在住していることが確認できる方に限らせていただきます。 

・受講当日は、必ず風邪症状、発熱、倦怠感、息苦しさ等のないことを確認の上来場ください。 

 建物内ではマスクの着用、こまめな手洗いをお願いします。 

・上記症状等がある場合は、受講を取りやめてください。 
 

Ⅰ 講習会の開催  

１ 開催日  令和３年１月 15 日（金） 

２ 受付   午前９時 00 分～９時 15 分 時間厳守 

３ 会場   静岡市役所 17 階 171・172 会議室 （静岡市葵区追手町５番１号） 

４ 日程  

 9:00～ 9:15 受付 

 9:15～ 9:25 挨拶 

 9:25～11:05 

広告物に関する法令
の知識 

屋外広告物の法令 

11:05～11:15 休憩 

11:15～11:30 工作物の確認申請 

11:30～11:45 道路法（道路占用許可） 

11:45～12:00 道路交通法 

12:00～13:00 昼食（各自） 

13:00～14:00 広告物の表示についての知識 

14:00～14:10 休憩 

14:10～14:40 
広告物の施工につい
ての知識 

電気 

14:40～15:40 建築 

15:40～15:50 休憩 

15:50～16:20 履修状況確認試験 

16:20～16:30 修了証書授与 

５ 持ち物   ○筆記用具 ○受講票 〇マスク 

 

Ⅱ 受講申込みの受付、問合せ  

１ 受付期間  令和２年 11 月 20 日(金)～令和２年 12 月 18 日(金)  

（土、日、祝日を除く） 
２ 受付窓口  静岡市役所 建築総務課 屋外広告物係（静岡庁舎新館５階） 

               〒420-8602 静岡市葵区追手町 5 番 1 号  ℡054-221-1123 

 

３ 受付方法  受講申請書に必要事項を記入の上、建築総務課に持参又は郵送でお申込 

みください。（申請書氏名欄は、申請者が署名又は記名押印） 

講習手数料は、受付後に発行する納入通知書兼領収証書（納入義務者名 

（宛名）は受講者名となります。）でお振込みください。（※郵送でお申込 

みの方は、後日郵送させていただきます。） 

          Ⅲの１に該当する方は、その資格を有する書面の写しを添付してください。 

 

４ その他     申請にあたっては必要事項として受講者の生年月日、住所、勤務先などの 

記入とともに、写真の貼付が必要となります。 

 受付期間内でも、先着 40 名に達した時点で申込みを締め切らせていただきます。 

 

５ 注意点     申込後の受講者の変更、手数料の還付はできませんのでご注意ください。 



 

Ⅲ 講習会手数料  

 

区  分 金額 

広告物に関する法令の知識 
２，６００円 

広告物の表示についての知識 

広告物の施工についての知識 １，３００円 

合  計 ３，９００円 

 

１ 講習会の課程の一部免除 

次の資格を有する方は、「広告物の施工についての知識」の課程が免除されますので、講習会手数料が 2,600 円
となります。受講申込みの際、その資格を証する書面の写しを添付してください。 

(１) 建築士法に基づく建築士の資格を有する者 

(２) 電気工事士法(昭和 35 年法律第 139 号)に基づく電気工事士の資格を有する者 

(３) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)に基づく電気主任技術者免状の交付を受け 

ている者 

(４) 職業能力開発促進法(昭和 44 年法律第 64 号 旧職業訓練法)に基づく帆布製品製 

造科に係る職業訓練指導員免状所持者、帆布製品製造科に係る職業訓練修了者 

又は帆布製品製造に係る技能検定合格者 

 

Ⅳ 講習会修了後の取り扱い  

(１) 所要課程を受講した方には、履修状況確認試験後、修了証書を交付します。（履修 

状況確認試験は合否を決定するものではありません。） 

(２) 新たに静岡市内で屋外広告業を営む場合は、静岡県若しくは静岡市の条例に基づき 

登録を受ける必要があります。静岡県の登録を受けた方は、特例制度を利用できます 

ので、修了証書の写しを添えて『特例屋外広告業届出書』を建築総務課へ提出してく 

ださい。 

 

Ⅴ その他  

・講習会当日は、公共交通機関をご利用ください。 

・お車でお越しの際は、周辺の有料駐車場をご利用ください。 

・指定場所以外での飲食・喫煙は禁止となっております。 

・当日はマスクの着用をお願いします。 

 

・講習会ホームページ URL 

 https://www.city.shizuoka.lg.jp/726_000174.html 

 


